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事務総局会議資料津I
( If月6日開催）

【配布資料】

裁判所職員総合研修所は，新型コロナウイルス感染症の状況に応じ，研イ

施本数及び実施方法について柔軟に考えブ幅のある対応を行うこととする。

研修の実

I



事務総局会議資料喋塾
( lf月6 日開催）

令和3年春の勲章受章者名簿(内定）
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令和3年春の勲章受章者名簿(内定）

’’ ’勲等 主要経歴 氏茅）
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令和3年春の勲章受章者名簿(内定）
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令和3年春の勲章受章者名簿(内定）
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令和3年春の勲章受章者名簿(内定）
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｜
事務総局会議（第13回）議事録 I

| 日時|令和3年4月’3日 (火)午前Ⅲ0時00分～午前10時40分｜ ｜ ~‐ ‐
｢－－~－~－1~~. .ー…｜

|場所 総局会議室

|出席｜中村事務総長,村田総務局長，徳岡人事局長，氏本経理局長,門田民事
者 局長兼行政局長，吉崎刑事局長，手嶋家庭局長，大須賀秘書課長兼広報
雁 」課長,杜下情報政策課長染谷審議官‘長崎審議官
|議事｜ ’ 人事関係等事務打合せ(高裁事務局次長)の開催について

！ 徳岡人事局長説明（資料第1）

’ 2人事関係事務協議会の開催について

徳岡人事局長説明（資料第2）

3経理関係事務協議会の開催について

’ 氏本経理局長説明（資料第3）

脹畠擢籠謬薦鶏噸購いゞ
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’◎了承 1， 2， 3， 4

●須賀寛秘書課長 大
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事務総局会議資料掌｜
（斗月l3日開催）

(令和3．413人総印）

係等事務打合せ（高裁事務局次長）の開催

最高裁判所

令和3年5月28日 （金）

テレビ会議システムを用いて，最高裁判所と各高等裁判所（支部

人事関係等事務打合せ

主 催

期 日

開催方法

１
２
Ｓ

を除く｡ ）を接続する方法により開催する。

人事行政等事務全般の連絡協議
D ･

高等裁判所事務局次長8人

協議事項

出席者

４
５

岸

ー

『



事務総局会議資料学ユ
《ヰ月13日開催）

(令和3． 4． 13人総印）

人事関係事務協議会の開催

1 開催日程等

次のとおり主催又は共催とする。

開催方法 テレビ会議システムを用いて，各高等裁判所（支部を除く｡）並

びに各高等裁判所管内‘の地方裁判所及び家庭裁判所と最高裁判所

を接続する方法により開催する。

協議事項 人事事務の処理に関し考慮すべき事項

協議員 各高等裁判所の事務局次長及び人事課長並びに各地方裁判所及び

各家庭裁判所の事務局長

2

３
４

I

主催(共催)庁 期 日

(経理関係事務協議会と同日）
● ｡

東京，仙台高等裁判所 令和3年7月29日 （木）

大阪高等裁判所 令和3年7月21日 （水）

名古屋，札幌高等裁判所 令和3年7月26日 (月）

広島高等裁判所
も 0ィ

令和3年7月27日（火）

福岡 ，

：

高松高等裁判所

I

令和S年7月30日 （金）



事務総局会議資料亭3
（午月13日開催）

(令和3． 4． 13経監印）

経理関係事務協議会の開催

1 開催日程等

次のとおり共催とする。
「~－~ー

－－－ －一一一一一一靭一~ｰー－－－ー－●屯←か｡や 一
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飛泉． イⅢ台昌等秀瞳半IIP

’
一－－

r昌雪
Ｄ
Ｕ
Ｊ
Ｔ
Ｐ

■
■
■
■
■
１
■
■
ｑ
■
■
■
■
■
１
竺
口
ｄ
Ｏ
ｂ
４
。

0日（令 ‘
４
４
▽
ｐ
Ｕ
０
Ｒ
も

2開催方法ミ テレピ会議システムを用いて，各高等裁判所（支部を除く。 ）.並

びに各高等裁判所管内の地方裁判所及び家庭裁判所と最高裁判所を

接続する方法により開催する。

3協議事項 経理事務の処理に関し考慮すべき事項

4協議員 各高等裁判所の事務局次長及び会計課長並びに各地方裁判所及び

各家庭裁判所の事務局長

令和3年7月29日(木）

令和3年7月21日(水）
0 ●

名古屋，札幌高等裁判所 令和3年7月26日（月）

広島高等裁判所 令和3年7月27．日（火）

福岡，高松高等裁判所



事務総局会議資料亭￥
《4局'3日開侭）

（令和3．413行二印）

専門訴訟担当裁判官事務打合せの開催について

主催

最高裁判所

期日

令和3年9月2日 （木）

場所

最高裁判所

協議事項

民事専門訴訟の審理運営の充実・改善に向けて取り組むべき課題と方策につい

1

2

3

4

て

5 出席者等

(1)出席者

別表の「地方裁判所」欄記載の各地方裁判所において民事専門訴訟（医事関

係訴訟，建築関係訴訟，商事関係訴訟，交通関係訴訟，行政関係訴訟労働関

係訴訟及び知的財産関係訴訟）を担当する専門部又は集中部の部総括裁判官又

はこれに準じる裁判官（ただし，高松地方裁判所にあっては， これらの民事専

門訴訟を担当する部総括裁判官）

（2）人数及び内訳

別表の「人数」欄及び「内訳」欄記載のとおり。

へ

1



8

(別表）

地方裁判所 人数 内訳

東京地方裁判所 7人 医事，建築商事交通，行政，労働及び知財を担
当する裁判官各1人
一Fマーー－一々錦e－替令埠凸－一一一一－ 4夕 ー幸一一一愚守凸寸P…一一 f和亜UC－－■①再g七一一一一一一 ヶ －－－－マー T -凸一一+一・ " Lマ ロ●'一 一”‐一一一ウー も｡●－－凸 ､ ,｡I旬一一一一△－

医事，建築，交通，行政及び労働を担当する裁判官
各1人
－．●今舎呼一.－－－－－～･空己学一一一一…ず 一一一－－－司叩 一一一一再一F '『 一一一一一 β J f q一一一一一■－

ヶ～－ー●輯少 5‐‐一一一△4→■令 ＝一一一－一,十A－－－－－－一一一一■－－－輪色早｡ －－－

医事，行政及び労働を担当する裁判官各1人

－.ロー･ｰ･■. f－－ー－ 寺､坤P･－－ ． 口.-
守 F 一一一

5人横浜地方裁判所

方”

千葉地方裁判所
－，“一戸函一一・碗一口一もﾛ幸－一今 一一“4.ー一卓一雨ムーーーー－句～ー一

大阪地方裁判所 ’

砺

腰

欠一

〆

I
合計 47人

※ 「医事」は医事関係訴訟， 「建築」は建築関係訴訟， 「商事」ば商事関係訴訟， 「交通」は
~．-－－－－－－

交通関係訴訟， 「行政」は行政関係訴訟「労働」は労働関係訴訟， 「知財」は知的財産関係
訴訟を，それぞれ意味する。

2



事務総局会議（第14回）議事録

|令和3年4月27日 (火)午前』･時00分一午前10時40分日時

総局会議室銅
斗
蛎
者

－口＝一一

中村事務総長，石井総務局第一課長，徳岡人事局長，氏本経理局長， 門

田民事局長兼行政局長，吉崎刑事局長，戸苅家庭局第一課長，大須賀秘

書課長兼広報課長，杜下情報政策課長，染谷審議官，長崎審議官

1 令和3年度外国出張計画について

大須賀秘書課長説明(資料第1）

2 後見関係事件事務打合せの開催について

戸苅家庭局第一課長説明（資料第2）
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事務総局会議資料隼！
〈￥月ユ7日開催）

令和3年度外国出張計画

1 判事補海外留学研究（1年） 合計10人

裁判官10人

合計9人

裁判官8人

米国×8，英国×2

行政官長期在外研究（2年）2

米国×6，英国×2

英国 一般職1人

℃

？

回
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事務総局会議資料津ユ
（ 芋月ユ7日開催）

(令和3，427家二印）

後見関係事件事務打合せの開催について

主催 最高裁判所

期日 令和3年7月7日 （水）

開催方法 テレビ会議システムを用いて，最高裁判所と各高等裁判所及び各

高等裁判所の所在地を管轄する各家庭裁判所を接続する方法により

開催する。

打合せ事項成年後見制度利用促進基本計画を踏まえ，各家庭裁判所において

取り組むべき運用上の課題

出席者 （1） 各高等裁判所の民事次席書記官1名

（2） 各高等裁判所の総務課長又は総務課課長補佐のいずれか1名

（3） 高等裁判所の所在地を管轄する各家庭裁判所の部総括裁判官

又は上席裁判官のいずれか1名

（4） 高等裁判所の所在地を管轄する各家庭裁判所の家事首席書記

官又は家事次席書記官のいずれか1名

（5） 高等裁判所の所在地を管轄する各家庭裁判所の総務課長1名

合計40名
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